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カテゴリー：県政一般 

 

 宮代町長選挙における当選の効力に関する審査の申立てに 

対する裁決について 
 

令和７年１１月２７日付けで提起された同年１０月５日執行の宮代町長選挙（以

下「本件選挙」という。）における当選の効力に関する審査の申立て（以下「本件

申立て」という。）に対し、県選挙管理委員会（以下「当委員会」という。）は、

令和８年２月２７日に開催した委員会で本件申立てを棄却する裁決を行い、令和８

年３月３日、審査申立人（以下「申立人」という。）に裁決書を交付したので、お

知らせします。 

記 

１ 審査申立人 

  横溝 昌一 

 

２ 主文 

  本件申立てを棄却する。 

 

３ 申立ての趣旨 

  令和 7年 10 月 5 日執行の宮代町長選挙における当選の効力に関する異議申出

に対する宮代町選挙管理委員会の令和 7年 11 月 12 日付けの決定を取り消すとの

裁決を求める。（当選人の当選無効を求める審査の申立て） 

 

４ 申立ての理由 

  申立人の世帯及び申立人の知り合いの世帯に選挙公報が配布されておらず、各

世帯に選挙公報をポスティングできなかった選挙は公平ではない。 

 

５ 裁決の理由 

  本件選挙公報は、実質的に選挙人名簿に登録された者の属する世帯の約 99.

   令和８年３月３日 
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7％に対して配布され、配布されなかった世帯があったとしても、町委員会のホ

ームページに本件選挙公報の電子データが掲載され、パソコンやスマートフォン

でも閲覧可能な状態であったとともに、町内の公共施設等にも配架されていたこ

とを踏まえると、当該世帯に属する選挙人が望めば本件選挙公報を目にすること

ができたと認められる。 

  申立人の主張を最大限勘案し、宮代町内の住民票上の全世帯から、本件選挙公

報の配布を完了した世帯を控除した、43 世帯の選挙人全員が、仮に本件当選人

の投票数の次点の候補者に投票したと仮定したとしても、本件当選人の得票数 7

7,505 票と次点の候補者の得票数 3,810 票の差である 3,695 票を覆すような影響

があったとは到底考えられない。 

 

６ その他 
  当委員会の裁決に不服がある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨

の告示の日から３０日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起す

ることができる（公職選挙法第２０７条第１項）。 

  詳細は裁決書のとおりです。 


